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令和８年度  敷島中学校 学校経営方針  

はじめに 

 私たちは、公教育の専門的推進者としての自負を持ち、また、その使命を自覚し、今日の教育課

題を的確に把握し、保護者や地域住民の教育に対する期待や信頼に応えるために、一日一日を大切

に、全力で職務を遂行する。職務にあたっては、人間尊重の精神を基調とし、一人一人の生徒の個

性を生かし、豊かな人間性を養い、民主的な社会の形成者として必要な資質の育成に努める。 

また、これからの教育には、急激に変化する社会の中で、一人一人が、自分のよさや可能性を認

識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら、様々

な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよ

う、その資質・能力を育成することが求められていることを常に意識されたい。 

 そのうえで、私たちは、職員一人一人の創意と協働により、活力に満ちた教育活動を展開し、｢敷

島｣という、この地域の、この子供たちに合った、「特色ある学校づくり」を推進していく。 

 

１ 校 訓  「敬 愛」  尊敬すると共に親しみの情をもって接すること 

 

２ 学校教育目標 

   一人一人の個性を伸ばし、自ら学ぶ生徒の育成を図る 

    ○ 自ら学ぶ生徒  ＜知＞ 

    ○ 心豊かな生徒  ＜情＞ 

    ○ よく働く生徒  ＜意＞ 

    ○ 体を鍛える生徒 ＜体＞ 

 

 ［めざす学校像］ 

    ○ 学校教育目標の具現化に邁進する学校 

    ○ 「生徒のために」を中心に据え、全職員で創り、支える学校 

    ○ 教育の新しい方向性を確認し合い、互いに研修し、学び合う学校 

    ○ 充実感にあふれ、生徒や職員、保護者、地域の人が誇りに思える学校 

    ○ 家庭や地域との連携を密にし、開かれ信頼される学校 

 

 ［めざす教師像］ 

    ○こどもを愛し、情熱と使命感を持った教師 

    ○ともに学び、ともに働く教師 

    ○常に自己を磨き、創意工夫する教師 

 

３ 学校経営目標と目標達成のための指導重点、具体的活動 

  【生徒一人一人を大切にする学校づくり】 

（１）生徒が主体となる授業づくりの実現と確かな学力の育成  

  ① 生徒が主体となる授業づくりを目指す。学習指導要領の趣旨を踏まえた「個別最適な学び」と「協働

的な学び」を一体的に充実し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を目指し、問

題発見・解決能力の育成を目指していく。そのために「子ども主体の授業づくりハンドブック」等を

有効に活用する。 
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  ② 学習規律の確立とたゆみない授業改善に努め、確かな学力の定着と向上を図る。 

  ③ 話し合い活動や、根拠・理由に基づいて自分の考えを発表したり書いたりする活動を通して、思考力

・判断力・表現力の向上を図る。 

  ④ タブレット端末等ＩＣＴを有効活用することで、学習意欲や学習効率を高め、個に応じた授業づくり

を進める。 

  ④ 全国学力・学習状況調査や山梨県学力把握調査等の結果データを分析し、学習面の課題を明らかにし

て解決を図る。 

  ⑤ 少人数指導や補習授業等の機会を工夫し、学習が遅れがちな生徒への学力の保障を図る。 

  ⑥ 授業と関連ある課題を工夫することで学習の定着を図るとともに、家庭学習を習慣化する。端末を活

用した家庭学習を推進していく。 

 

（２）豊かな心と望ましい人間関係の育成 

  ① 望ましい集団活動を通して、実践的態度を育てる。コミュニケーションを大切にし、学級づくり、集 

団づくりを通して互いの信頼関係を構築する。   

② 教育活動全体を通して、思いやりの心や命を大切にする教育の充実を図るとともに、一人一人の違い 

を大切にする人権意識を涵養する。 

  ③ 道徳の授業を計画的に実施し、心に響く授業づくりに組織をあげて行う。 

  ④ 心の糧となる読書活動や文化芸術活動、地域文化にふれる機会を設ける。 

  ⑤ 合唱や鍛錬、全校ソーランなど学校の文化・伝統の継承と発展を図る。 

  ⑥ 保護者、地域の協力を得て、福祉・ボランティア活動等の充実に努めるとともに、他人や仲間の心の

痛みを理解し、ともに生きる心を育てる。 

  ⑦ 学校行事、生徒会活動、委員会活動、部活動等を通して、異年齢集団を活用し、社会性や協調性等を

育てる。 

  ⑧ 地域人材・外部人材の積極的活用を図るとともに、地域への貢献活動を工夫し、多様な人との交流に 

より、幅広い物の見方や考え方を身に付けられるようする。 

   

（３）愛情と信頼、生徒理解に基づく生徒指導 

  ① 定期的なアンケート調査などを通し、問題の早期発見と早期対応を組織的・継続的に行うとともに、

保護者・関係機関との連携を図る。 

  ② 発達支援的生徒指導に努める。生徒が発する兆候を見逃さないよう、対話や観察、Hyper-QU検査、生

活ノートの記述の点検などの他、日常の情報交換を大切にするとともに、問題発生時には的確な情報

把握と組織的対応に努める。（「チーム学校」での支援体制の確立） 

  ③ 校外学習等の機会を生かし、集団生活や体験的活動を通して規範意識の醸成を図る。 

  ④ 生徒が所属感や充実感・成就感を味わえるような学校行事の工夫に努める。 

  ⑤ 生徒や保護者の気持ちに寄り添った指導を心がけ、体罰や不適切な指導、ハラスメントの根絶を図る。 

 

（４）安全で安心の学校づくり 

  ① いじめの未然防止、早期発見と早期対応及び再発防止に組織的に取り組む。「学校いじめ防止基本方

針」の不断の見直しを行う。 

  ② 不登校の未然防止と学校復帰支援及び学習機会の保障に係る取組を進める。 
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③ 不登校生徒への組織的な支援を行う。生徒一人一人をアセスメントし、要因や実態に応じたきめ細か 

な支援をしていく。ＳＣやＳＳＷや外部機関との連携による支援をしていく。 

  ④ 各教科等の授業や特別活動を通じて自他の生命を尊重する意識を高め、適切に訓練を実施することで

安全についての実践的な能力や態度を育てる。 

  ⑤ 登下校の安全確保はもとより、防犯に関する指導の充実を図るとともに、地震・火災などの災害に対

する防災教育の充実と、危機管理マニュアルの更新により、安全な学校づくりに取り組む。 

  ⑥  感染症等への適切な対応を図るとともに、創意工夫により、可能限り授業や行事等の実施を進めていく。 

 

（５）開かれ、信頼され、地域に誇れる学校づくり 

  ① ＰＤＣＡサイクルを確立するとともに、学校運営協議会を活用し、学校評価の結果を生かした教育活

動の組織的･継続的な改善と学校経営の客観性向上を図る。 

  ② 家庭・地区小学校・地域・関係機関との密接な協力体制の確立と促進に努める。 

  ③ 小中連携教育の推進を行う。小学校への出前授業やあいさつ活動、合同校内研究の実施を行う。 

  ③ 各種たより、ホームページを通して積極的な情報発信に努める。 

  ④ 地域の人的・物的資源の活用、社会教育との連携などをより一層努めていく。 

 

（６）効率的かつ効果的な働き方の追求・業務改善の更新 

  ①  各行事の目的（子どもに身に付けたい力）を明確化・焦点化することにより、より効果的な取組方法と 

効率的な取組計画を立案し、限られた時間で最大限の成果が出せるように努める。 

  ② 校務DXを推進し、教科・行事等において、データの共有・蓄積を確実に行い、授業や行事の準備に

かかる時間の短縮を図る。 

  ③ 部活動については、指導方法や練習内容を工夫するとともに、生徒に目的意識を持たせることで主体 

的に練習に参加する意識・態度の育成を図り、短時間であっても成果の出る部活動運営に努める。地

域クラブ活動への移行に向け、地教委等との連携・協働を図っていく。 

  ④ 校務支援システムや家庭向け連絡網を有効活用するとともに、整理・整頓（電子・紙とも）を常に心 

がけ、必要な時に必要なものがすぐに取り出せる環境づくりを行う。 

  ⑤ 「職員の数だけそれぞれの生活がある」という認識を一人一人がもち、風通しの良い職場づくり、何

かあったときは休みやすい職場づくりを進める。 

  ⑥ ワークとライフのバランスのとれた生活を意識し、余暇や時間を充実させることで、心にゆとりや余

裕をもち、人間的な成長（幅と奥行き）を図り、人間的な魅力を身に付けていくよう努める。 

 

（７）持続可能な社会の担い手としての資質を育むＳＤＧｓの実践 （Think Globally、 Act Locally） 

  ①  現在行っている教育活動（教科、総合的な学習、道徳、行事等）をＳＤＧｓの視点から見つめ直し、関 

連ある内容や取組については指導や活動の際に生徒に意識化させていく。 

  ②  ＳＤＧｓに関する理解と実践意欲を促すための学習とともに、総合的な学習の時間を活用し、生徒自身 

がＳＤＧｓについて調べ、自分のできることを実践していく機会を設ける。 

  ③ 各委員会や生徒会活動において、ＳＤＧｓに関する取組を推進していく。 

  ④ ユニバーサル制服の導入により、ジェンダー平等の実現と生徒・保護者との共通理解のもと、生徒の

内面的な自覚を促し、校則を自分のものとしてとらえ、自主的に守るように指導を進めていく。この

ような取組の推進により「生徒一人一人が大切にされる学校づくり」を目指していく。 
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（８）健やかな体の育成 

 ① 運動・食事・睡眠（休養）のバランスの取れた規則正しい生活習慣を身につけさせる。 

② 生涯スポーツへとつながる体育教科授業の実践と研究に努める。 

③ 食育の推進（朝食の摂取状況の把握、食育一校一実践等） 

④ 健康教育の推進（がん教育、薬物依存等） 

⑤ 体育的行事や健康体力一校一実践への積極的な取り組み 

⑥ 部活動の合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 

⑦ 地域クラブ活動との連携 


